
   環境森林部環境施設課 

 

都城市リサイクルプラザ施設指定管理者候補者選定の概要 

 

 都城市リサイクルプラザの指定管理者については、次のとおり候補となる団体を公

募により選定しました。 

 なお、選定された団体を指定管理者とする議案が、令和４年１２月議会で可決され

た場合には、同団体が指定管理者として、本施設の管理運営に当たることとなります。 

 

１．指定管理者候補者の概要 

 （１）団体の名称 

    真栄産業株式会社 

 （２）代表者名 

    代表取締役 堀之内 真司 

 （３）所在地 

    都城市神之山町４８２４番地 

 （４）設立年月日 

    昭和４９年８月２２日 

 （５）従業員数 

    ９５名 

 （６）業務内容 

    一般廃棄物並びに産業廃棄物収集運搬並びに処理業 

    貨物自動車運送業 

    砂利、砂、玉石、栗石の採取並びに販売業 

    セメントおよび土木建築工事用資材の販売業 

土木工事業、建築工事業、大工工事業、とび・土工工事業、管工事業 

鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業、水道施設工事業 他 

 

２．指定期間 

  令和５年４月１日 ～ 令和１０年３月３１日（５年間） 

 

３．施設及び業務の概要 

 （１）施設概要 

施設名及び所在地 施設規模等 

都城市リサイクルプラザ 

（都城市下水流町４０２８ 

番地１１） 

 敷地面積：４１，６６７㎡ 

 延床面積：１２，３６６㎡   

 

 （２）業務概要 



   ①リサイクルプラザ運転管理業務 

   ②リサイクルプラザ保守点検管理等業務 

   ③運搬等業務 

   ④リサイクルプラザ管理工房展示棟の企画運営等に関する業務 

 

４．事業計画の概要 

  事業計画書概要版のとおり 

 

５．選定結果の概要 

 （１）公募の状況 

   ①申請団体数 

    １団体 

 

   ②指定管理者候補者選定までの経過 

    令和４年６月１０日         第１回選定委員会開催 

令和４年６月１５日         募集（広報都城６月号、市ホームペ 

～令和４年７月１４日         ―ジに掲載） 

    令和４年７月２１日         申請書類受付 

   ～令和４年８月１０日 

    令和４年１０月１１日        第２回選定委員会開催、書類審査・ 

面接審査 

    令和４年１０月１２日        選定結果報告 

 

 （２）都城市指定管理者候補者選定委員会委員構成 

     委員構成 人数 

有識者 

学識経験者      １人 

税理士      １人 

行政書士      １人 

環境専門家      １人 

施設利用者代表      １人 

市課長職      ２人 

 

 （３）選定理由 

    令和４年６月１０日及び１０月１１日に都城市指定管理者候補者選定委員

会において、書類審査・面接審査をもとに、選定基準に基づいて総合的に審査・

選考（総合得点方式）を行った結果、以下の理由で真栄産業株式会社が指定管

理者として適正であると判断しました。 

  

「選定基準１ 市民の平等な利用が確保されること」 

・施設の設置目的を理解した、団体としての明確な運営方針が示されているこ



と。 
・資源の有効利用の観点から、リユース品の販売に力を入れており、結果とし

てゴミ減量が見込まれること。 
・市民への啓発活動にも積極的に取り組んでいること。 
・相談窓口などクレーム処理への対応が構築されていること。 

 

「選定基準２ 事業計画の内容が施設の効用を最大限に発揮するものであるこ

と」 

・自転車等の専門的技術者も配置し、安全に配慮しながらリサイクルを実施し

ていること。 
・ラジオ番組に毎週出演するなど広報活動を行っていること。 

 

「選定基準３ 経済的な管理運営が図られ、経費配分が適正であること」 

 ・実績を踏まえた提案となっており、経費配分が具体的に明示してあること。 
 ・業務の効率化が図られるような労務管理をされていること。 

 

「選定基準４ 事業計画に沿った管理を安定的に行う物的能力及び人的能力を

有していること」 

・実態を踏まえた人員体制の提案となっており、また社員教育（研修）を積極

的に行うことで、利用者への接遇向上に努めていること。 

 

「選定基準５ 地域に貢献する取り組みが確保されていること」 

・環境まつり等を開催し、地域と交流・連携を深めていること。 

 

「選定基準６ その他、公の施設を管理させるに当たり必要な基準」 

・国際規格 ISO14001、ISO45001 に基づく環境マネジメントに対する取組み

が明示されていること。 
   ・他市県施設の視察を通して、職務に活かす姿勢があること。 
 

 （４）選定委員会における主な意見 

  〈選定基準に関する事項〉 

   ・選定基準については、施設の特性を考慮し、今後コロナ感染症拡大も落ち着

くと思われるため、これからの利用の促進及びサービス利便性の維持向上に関

する項目に重点的に配点を行った。 

  〈指定申請書記載事項について〉 

   ・今後の管理・運営については、これまでの実績を含め、実態を踏まえた人員

体制での安定的な運営が見込まれる提案である。 

   ・市民への啓発活動の一環として、独自でラジオの出演等を含め、今後の広報

活動の取組みに期待が出来る。 

   ・接遇や再利用の考えを組織的に社員への研修・教育の実施に力を入れている

状況を感じられる。 

   ・地域交流の促進において、環境まつり等を実施し地域の方々と交流を深める



提案がある。 

 

 

 （５）選定結果 

    別紙のとおり 

 



 

選定結果 

選定基準 配点 

採点結果 

審査項目 
一人当たり

の配点 
審査内容 真栄産業 

株式会社 

１．市民の平等な利用

が確保されること 
１７５ １４２．６ 

管理運営方針等 

 

１８ 

 

・市の管理方針の認識 

・施設の設置目的である廃棄物の減量と資源の有効

利用の考え方 

・申請団体の経営モラル 

・環境に配慮した取り組み 

平等利用 ７ 
・利用申込等が平等な利用を確保する提案 

・当該施設に係る相談や苦情等への対応の考え方 

２．事業計画の内容が

施設の効用を最大限

に発揮するものであ

ること 

２６６ １９３．６ 

利用の促進 ２１ 

・啓発施設の管理運営及び展示物の有効利用の提案 

・廃棄物の減量及び資源の有効利用に関する情報収

集及び体験学習等についての提案 

・リサイクル工房の有効活用の提案 

・不用品の再生計画及び再生品の販売計画の提案 

・利用者増のための広報、PR 対策 

サービス、利便

性の維持向上 
７ 

・利用者サービス・利便性の維持向上に関する提案 

・施設の維持管理、安全管理の内容 

・施設の設備、機能等の有効活用の提案 

・適切な利用料金及び利用料金収入の提案 

３．経済的な管理運営

が図られ、経費配分が

適正であること 

６３ ４４．４ 経費配分 ９ 

・指定管理料の提案額（収支予算書） 

・具体的な管理業務の効率化の提案 

・適正な経費配分の考え方、提案 



 

４．事業計画に沿った

管理を安定的に行う

物的能力及び人的能

力を有していること 

２５９ １９７ 

物的能力 ２４ 

・収支計画の積算根拠の明確性（収支予算書） 

・収支計画と事業計画の整合性（収支予算書・事業

計画書） 

・直近３年間における類似施設の良好な運営実績

（主要業務実績） 

・安定した運営が可能な申請団体の財務状況（貸借

対照表・損益計算書） 

人的能力 １３ 

・組織体制、勤務体制、責任体制 

・利用者の指導 

・職員の指導育成、研修体制 

・個人情報保護、情報公開及び労働法令等の認識 

５．地域に貢献する取

り組みが確保されて

いること 

１１２ ９５．２ 地域貢献 １６ 

・都城市内に本店を有するか。 

・地域雇用の考え方が示されているか。 

・関係団体や地域住民との連携、交流の提案 

６．その他、公の施設

を管理させるに当た

り必要な基準 

１０５ ８７．４ 法令順守等 １５ 

・施設管理に必要な基準等の理解度 

・法令順守についての考え方 

・法令順守に関する取り組み 

合計 ９８０ ７６０．２  １４０  

〈参考〉：提案金額 

（単位：千円） 
９３，１１２千円 （令和５年度） 

  

※提案金額をそのまま指定管理料として決定するものではなく、予算査定等を経て市議会の議決により決定するものです。 


